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施設での生活となったり、せっかくこの世に「生」を受けたにもかかわらず、親の

都合で家庭から分離した生活を余儀なくされる事もありました。しかし、これらの

ことは今日の社会でも同様にも思います。せっかく母親のお腹の中に十月十日いて、

この世に「生」を受けながら、生んだ母親自らが「虐待してしまい」児童養護施設

での保護に至る相談は悲惨です。結果的には、子どもが「被害者」になっているこ

とは過去も、現在も変わっていないと思います。 

 親の都合、親の身勝手さ、親自らの生活優先等によって、子どもの生活が揺らい

でいく姿には寂しい思いがあります。また、「権利主張」が優先され、子どもの生

活が脅かされる思いは悲しいものです。 

 私は現場実務中心の思いを通して来ました。自分の足で、食べていく手段として

の業務のために、いろんな方とも議論をさせていただきましたが、やっぱり私は学

者には成りえなかったことを誇りに思っています。 

 

 最後に、３．１１ 東北地方太平洋沖地震において亡くなられた方、被災された

方々に心からお悔やみとお見舞いを申し上げます。一日も早い復興を願っておりま

す。頑張って下さい。 

 児童相談所のみな様、関係機関のみな様に心から「ありがとうございました」と

お礼申しあげ退職させていただきます。 

                       

 

三重県児童相談所における“真実告知＆ライフストーリーワーク”の 

               取り組み（その４） 
 

中勢児童相談所  山本 智佳央   

 

今回は、真実告知やライフストーリーワークといった“生い立ちの整理”を実施

する際の、施設と里親家庭の違いについて、ご紹介したいと思います。 

 

子どもが“施設で暮らすこと”と“里親家庭で暮らすこと”は、「社会的養護」

という意味ではどちらも同じです。児童相談所が決定して、施設・里親家庭で子ど

もの生活が始まるという点も同じです。 

 こうした共通点があるため、私たちは里親家庭での真実告知を参考にしながら、

施設で暮らす子どもたちへの“生い立ちの整理”の取り組みを始めたのですが、施

設の子どもの場合、里親家庭の子どもと全て同じというわけにはいかないことも分
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かってきました。 

 

①「社会的養護」であることの自明性の違い 

 “施設”という暮らしの場では、複数の子どもたちが複数の養育者（職員）と生

活を共にします。同じ施設にきょうだいがいる場合もあるでしょうが、多くの場合、

一緒に暮らす子どもたちはそれぞれ別の家庭から施設にやってきます。また、施設

にはそれぞれの子どもたちの家族や親戚が面会にやってきます。施設の職員は（時

には住み込みで働いている人もいるでしょうが）勤務時間が終われば帰宅し休日は

出勤してこない、というのが一般的です。今はグループホーム型の施設も増えてき

ていますが、施設の建物は一般の民家とは明らかに異なる造りや外観になっている

場合も多いです。 

こうした生活形態は、子どもたちにとって「自分は家族と離れて暮らしている立

場だ」ということや「職員は自分の“親”ではない」ということが自然に理解しや

すいのだろうと想像できます。 

 

 一方、里親家庭で暮らす子どもの場合、地域の里親の自宅で生活しており、家は

普通の民家・一緒に暮らしているのは里親の家族と委託児童である自分、という形

態が一般的です。また日本の場合、実親や出身家庭と交流できない子どもたちを優

先的に里親委託している傾向が強いため、里親の自宅で実親と交流する子どもはま

だまだ少ないのが現状です。施設での暮らしと比較した時、里親家庭での生活形態

は「社会的養護」であることの自明性が薄くなりがちなのでは？と想像します（実

際には、里子が『自分だけ実子じゃない』といった葛藤を抱くこともあるようです

が）。 

加えて里親家庭の場合は、子ども自身が“今暮らしている家に来た時のこと”を

覚えているかどうかによって、「社会的養護」であることの認識の程度は違ってき

ます。里親がその子を養子として迎えているか、養育委託なのかによっても違って

くるでしょう。養子であることの告知が済んでいない子どもには、「自分は社会的

養護の子どもだ」という認識は一片もないでしょう。 

 

 こうした違いに気付くと、施設の子どもたちには気軽に「私は児童相談所の職員

です」というあいさつが出来ても、里親家庭の子どもには気軽に名乗れない、とい

う状況が生じてきます。里親委託であることを子ども自身が知らない場合などは特

に慎重になります。「あなたは事情があって家族と離れて暮らしているんだけれど

も…」という“生い立ちの整理”につながる説明も、施設の子どもには当然分かっ



 4 

ていることですが、里親家庭の子どもの場合は「え？そうなの？初耳！！」という

展開にならないよう、気をつけないといけません。 

 

②支える体制の違い 

 ①で紹介した生活形態の違いは、“生い立ちの整理”を実施した後に子どもを支

える体制にも違いを生みます。 

 どちらの場合も生活に関わる立場の大人（施設職員・里親）による支えが重要な

のですが、「施設－里親」という違いに加え「養育委託中－養子縁組済み」「真実

告知を実施済み－未実施」といった違いも、支える体制に影響してくるように思わ

れます。施設の子どもにとっては「今の担当職員はその子が子どもの時から施設に

いる職員か、新しく来た職員か」といった違いも、支え方に影響を及ぼすでしょう。 

 その中で“養育関係の永続性”が最も保証されているのは、やはり養子縁組した

親子関係でしょう。そこには「何があっても、私は親としてあなたを支える」とい

う強いメッセージがあります。それに対して、養育里親や施設職員が担える役割は

どうしても部分的にならざるを得ません（これは里親・職員の資質の問題ではなく、

制度上の問題です）。 

もちろん、施設職員の支えがあったので“生い立ちの整理”で生じた心理的混乱

を何とか乗り越えられた子どももたくさんいます。施設と里親・養親によるケアの

違いを単純比較することはできませんが、こうした“養育者の担える責任の範囲”

の違いを埋めるのが措置機関である児童相談所ではないだろうか？という仮説を持

って、今、私は実践を続けています（まだまだ答えは見つかりませんが…）。 

 

③真実告知は誰が伝えるべきか？ 施設職員・里親・児相職員？ 

 ①②の流れで、あえてこういう章立てにしてみましたが、この議論はあまり意味

を持たないように思っています。むしろ「子どもは誰から聞きたいか？」という視

点も重要だと感じています。 

 

次回の「エミール」では、このあたりを詳しくご紹介したいと思います。 

 

 


